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戦後民主変革期における「生産管理」闘令^の役割

猿 田 正 機

目 次

B 占領軍の民主化政策と旁働運動の昂為 

(r) 「生産管理]闘争の位置と役割  '

日 [生産管理J 闘争と経営協議会活動による民 

主化闘争 

H 結びにかえて

ト ）

1945年 8 年15日， 日本軍国主義はポツダム宣言を受 

諾し，遮合国に無条件降伏した。この宣言では軍国主 

義者ならびに戦争犯罪人の処罰，民主主義的傾向の復 

活徹化にたいする一切の障害の除去，言論，宗教およ 

び思想り自由並びに基本的人権の尊重が認われていた。 

占領軍の進駐後,非軍国ま義化と民主化の指令は矢つ 

ぎぱやに発せられた。それは，ポツダム宣言によるi  

ころの日本の民主化政策と,アメリカ帝国主義による 

日本軍国主義の弱体イヒ政策とが合致したところから生 

まれたものであった。民主化政策の一環として労働組 

合の育成がなされ, 9 月22日には r民主主義的に組織 

された労働(者祖織の結成は奨励• 支持される』とのト 

ルーマンの声明がだされ，戦時中の労働戦線組織は解 

散させられた。10月 5 日には天皇制批判の自由， r政 

治犯j の釈放，治安維持法* 国防保安法，特高警察廃 

止の覚書がだされ，10日になって，共産党員をはじめ 

とする[政治犯J 約 3千名がいっせいに釈放された。 

11日には，婦人解放，労働組合結成の揉励，教育民主 

化，司法民主化，経機構民主化の人権51保の3£大改

革の指令が発せられた。言論 ，出版 . 柴会.結社の制 

限は撤廃され，国籍.信仰または身分にもとづく賞金 

• 労働時間または労働条件の差別は禁止された。労働 

組合法の成立，施行が民主化の傾向を一層助長した。 

この法律によって団結権, 団体交渉権は保証され，争 

議権も容認された。また，労働組合の活動を侵害する 

法令は無効とされ，経営者が労働者を組合活取!を行な 

ったゆえをもって賊首することが禁止された。このよ 

うにしてわが国の労働者階級は広範なる政治的自由を 

獲得したのである。

戦後ゼロから出発したわが国の労働運動は，’45年末 

には組合数50 9 ,組織人員38;^人を数え，，46年 6 月に 

は 1万 2 千組合， 368方人の労働者が組織イヒされた。 

これは全労働者の45%を越えていた。睡前に，労働組 

合員の数が最多かったのは ’36年であるが，それでも

万人を組厳したにすぎなかった。組織5^の最高は’31 

年の 7.9 % であった。このことからしても，戦後の組 

織化がいかに急チンポなものであったかが明らかであ 

ろう。当時，わが国の労働者階級は「生産管理J を主 

耍な争議手段として資本家に对抗した。この生營鬪争 

をどう把握すべきか，というのがこの小論の課題であ 

るが,われわれは当時の生菅闘争を西村豁通氏のよう 

に 「生産再開のためのたんなる4^譲の戦術」と把え， 

この闘争が r消費財生ま部門における過少生産の危機 

を回避させ，同時に消費財生産を中心に独占資本の再 

建をはかることに役立ってしまった」とし,生管鬪争 

を !■無意味なものJ と否定しさることができるであろ 

うか。

法（1 ) ( 2 ) 西村豁通 r戦後日本の景気徹斑と労働運動j, r経済評論』1%禅 2 月号，106ページ, 
( 3 ) 同上書，107ページ。 •
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r三田学会雑誌」71卷 1号 （1978年2 月）

この点について大河内一男氏はr労線/組合 が 『経営 

権』の中枢に踏みこんで，資本主義的な経営のからく 

がどうなっているかを，ま分の眼で見， 手でふれ 

(傍点著者：）ことを重視レ， これこそが.「その後の 

時期における穷働組合の成長にとって，過少に評価し 

てはならない尊い経験だったJ と当時の「生産管理_! 

を一応評価し， f生産管理Jや r業務管理j の意義を[そ 

の意味においてのみJ 認めている。

また，山本潔氏などは， 5 月20日のマッカーサー声 

明までは，資本主義か社会车義か，というの力級間 

の鬪争の争点であって， r生産管理J は 『iiiなる争議 

手段から，産業の r労働者管理i の方向に深化J して

経清復興をめざす性格は，をれとしての其体的な要求 

の獲得に発展せしめちれねぱならなかっt i l として，

. r生管闘争（と）国有化耍求の結による経济復與闘争 , 

及 び 「経営協議会の確立，その法制化による権限の定 

着化J という方向での経営の民主化, を主張している。

そこで小論において，敗戦から [生産管理」が争譲 

形態の中心を占めていた ’46年 6 月までの時期を取り 

上げ，生管闘争の果した役割を検討してみたい。

(ニ）

、たとみる。氏にと ては生管闘争は[単に争議戦術

ト化にとどまるものではなく，労働組合が工場ソヴ 

する萌芽形態としてとらえられるj ものである。

これにたいして棚橋泰助氏は当時の[生産管理j を 

要求が通ればそれを解くぺき等議戦術としてのもので 

あっすこi と把え，その弱点を [要求獲得の手段，戦術 

というより，工場占拠をめざしての生管そのものが目 

的J となった点に求めている。また氏は「経営民主化, 

表 1

敗戦直後，労働組合が族生し，組織労働者の激増を 

みるなかで労働争議が激発したが， ’46年 4 月から5 月 

にかけては戦後第一の労働運動の昂揚期であった。こ 

の時期の労働運動で最も特微的なのは，先に述べ^ご 

とく， 「生産管理Jが争譲形態の主流をなしていたこと 

である。それは表1 のように，争議の繰越件数及び参加 

人員を考慮すると非常にはっきりする。こ め 「生産管 

理j は，のちに詳しく述べるごとく，，45年10月の読売 

争譲，12月の京成電鉄争譲を起点としてしだいに各産 

発生及び繰越労働争議件数及び参加人員の比較（単位％ )

1946年 1 月 2 月 3 月 4 另 5 月 . 6 月 7 月

ストライキ

同 盟 怠 業  

エ 場 閉 鎖  

生 産 管 理

51.9
(16.1)
17.3
(6.7)

5.8
(1.0)
25.0

(76.2)

39.7
(22.1)

17.2
(23.2)

8.6
(1.0)
34.5

(53.6)

36.8 
(59.7)

10.3
(13.3)

8.0
(1.6)
44.8

(25.4)

36.1
(2,8.9)

7.2
(1.6)

4.8
(1，3)

51.8
(68.1)

38.5
(17.4)

• 7.3 
(6.6)

2.8
(1.2)

51.4
(74.8)

33.3
(23.5)

8.0
(7.0)

8.0
(2.6)

50.6
(65.8)

49.0
(53.1)

17.3
(36.6)

8.2
(1.4)
25.5
(8.9)

計 1 (% )

U件 数 ）

\ (% )

1(参加人員）

100.0

52
(100.0)

(38,096)

100.0

58

(100.0)

(29,482)

100.0

87

(100.0)

(81,221)

100.0

83

(100.0)
(51,106)

100.0

109

(100.0)

(51,903)

100.0

87

(100.0)

(27,434)

100.0

98

(100.0)

(27,727)

備考(1)上段が件数比率，下段力ッコ内が参加人員比率。
(2)本文中の4月，5ガの件数計93,169は誤りと思われるので，上記争譲合I tの83,109で算出した。
(3)大原社研i■日本労働ゴド盤第22集J 19ページより作成。

注（4 ) ( 5 ) ( 6 ) 大河内-^男 S■戦後日本の労働運動〔改訂版; ] 岩波新書，50ページ。

山本潔 [r度菜W建』と諸政治主体J, ’束大社研綴S■戦後改ホ5』 大IB版，219ページ6 

山本潔rr生産货理廣HTMについての覚え«J , i■経済志林』策36卷⑥2号,19684{^7月号，65ぺ ジ 。 

棚摘泰助S■戦後労仔力週動UiJ大月!«/お，29ページ。

-i>o 
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(7 ) 山本潔 [1

(8 ) 山本潔n

(9 ) 棚摘泰助

(10) m m , :

(11) 同上書，：

(12) 同上書，：

(13) 同上書，：



戦後民主变ホ期̂におけるr生産管理I 闘争の役割

業，各地方へと波及しストライキにかわって争議行為 

の王座を占めた。 4 月には43件，34.815A, 5 月には 

56件，38,847人とストライキをはるかに上廻る労働者 

が参加した。ネ議?^態 1 件当りの平均参加人員にして 

.も， 6 月までは r生産營S fi jの规摸が最も大きかった。 

なおこの11̂期の争議の一つの特徵は，職員の争議への 

参加が多かったこどである。そとでホ譲参加者につき 

労働者と職員の比率， また各々の男女の比率をみてお 

きたい。

資料の都合で，46年 6 月中発生争譲I 25件につきみる 

ことになるが，念加人員，79,73S人のうち労務者は

53,865人で，その占める割合は67.6 % ,職員は25,873 

人で，その割合は32.4%であり，約 3分の 1 が職員で 

ある。また，参加者におけホ男女の割合をみれぱ子 

65.2%に対して女子34.8%であった。

[生産管理』はその施omこもよるが，資材の人乎， 

資金の調達，製品の勉分など事務的な面において，ま 

た生産の技術的指導面において, ，職 員 .技術者の参加 

は木可ダといってもよい。これは組合が労務者と職員 

とを別々に組織している場合には一層切実な問題であ 

ろう。厚生普の調査では72件のうち職員，技術者とも 

に參加58件，技術者のみ参加5件，職員 ，技術者とも

表 2 産業別労働争議件数の割合0^^位％ )

1946年 1 月 2 月 3 月， 4 月 5月 6 月 7 月

工 業 小 計 74.3 67.9 62.1 60.6 69.7 71.2 78.4

金 属 工 業 8‘ 1 11.1 10.7 10.6 5.3 10.6 6.3

機 械 器 具 エ 業 35.1 28.4 23.3 26.0 25.0 25.0 31.5

化 学 工 業 6.8 7.4 8.7 10‘6 11.4 11.5 13'5

ガ ス 電 気 水 道 業 5.4 -------- 1.0 1.0 6.1 1.0 —

黑 業 '及 土 石 工 業 2.7 2.5 3.9 一 2.3 4.8 1.8

妨 織 工 ’業 2.7 3.7 1.9 5.8 6.1 1.0 4.5

製材及木製品工業 8.1 11.1 7.8 5.8 10.6 12.5 17.1

食 料 品 工 業 1.4 -------- 1.9 1.9 0.8 3.8 1.8

印 刷 製 本 業 1.4 1.2 1.0 — 一 一 ■ 0.9

土 木 建 築 業 -------- -------- . — -- . 0.8 一 一

其 の 他 の 工 業 2.7 2.5 1.9 3.8 1.5 1.0 0.9

鉱 業 小 計 13.5 17.2 21.4 15.4 16.7 16.3 9.9

う ち 石 炭 鉱 業 9.5 9.9 16.5 11.5 13.6 15.4 8.1

交通業小計 6.8 7.4 3.9 7.7 6.8 5.8 4.5

うち鉄道軌道運輸業 2.7 3.7 1.0 2.9 2.8 1.0 一

公務自由業小評 4.1 4.9 8.7 7.7 1.5 1.9 4.5

其の他の産業小計 1.4 2.5 3.9 8.7 5.3 3.8 2.7

(% ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

合 言 十 （m 74 81 103 104 132 104 111

備考(1)各月のぎt蕭件数は各月発生のものと未解決のため前月より繰越したものを含む6
(2)ギまにはストライキ，同想怠業，工場閉鎮及び生産管理のはか♦識行為をともなわざるもののうち祐三者の調停料旋 

せるものを含む。

(3)本文中の1月のエき小ま56件及び合計94件 4 月の合f t 109件は明らかな誤りと思われるのでそれぞれ，55(?|:, 74件， 

104件としてffi'算した。

W小数点は下第二位を四捨入して評算した。

(5)其の他の産業には農林業，水廣業，商業も合む。

(6)大原社研r 日 本 労 # 第 22集J 32~7ページより作成。

法( 1 4 )との統針には，福闕，3ld《，福井‘，長野，變知，山ロ，高知かどの都府県は，内容不明のため，除いてある。従って 

以下の数字から結論を出すことは危險であるが，大体の傾向’は知れるであざう。中央労働学園編*■労働年鑑昭和22年版ん 

269~270ページによる。
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「さ田学会雜誅J 71卷 1号 （19?8年2月）

に不參加8 件，報告不明のもの1件で，大多数は職員
( 1 5 )

• 技输者の参加を得ている。これは，戦後族生した労

表 3 産 業 別 「生産誓理j 争譲件数

(，46年1月 月 の 累 11)

働組合のはとんどが:業內労職混合組合であったこと 

と無関係ではない。しかし，職員，技術者が多数♦議 

へ參加した真の原因としては後にも明らかにされるご 

とく，貧金の極端な低下による生活苦があげられよう。

技術者の賞金も飢餓的当時は労務者のみならず職員
( 1 6 )

水準に押し下げられていた。当初は生活を守るために

労務者も職員も一緒になって; * ち上がった。 そ.れが 

「生産管理I という創意滋れる闘争形態を生みだした 

のであった。

ではまず第一に，当時の争議の産藥別分布状況をみ 

ることによって， どの産業におV、て争議が徽烈であっ 

たか，またいかなる産業の労働者が鬪争を主導したの 

力、，を明らかにしておこう。

’46年 1月から6 月の争議で中心的役割を果したの 

は表2 からも明らかなごとく，機械器具工業，石炭鉱 

業 ,金属工業の三つの産業の'労働者であった。4 月には 

この三つの産業で争譲件数め4 8 .1 % ,参加人員の61.5 

% を占めており， 5 月ではそれぞれ，43,9%, 55.4%

となっている。そこで，さらに厚生省調べによって’46

表 4 企業規模別労働争議件数及び参加人員の割合(単位％ )

争 譲 件 数 比 率 - (% )

工 業 小 計 82 69.5

金 属 工 業 14 11.9

機械器具工業 32 27.1

化 学 工 業 12 10.2

/ - 瓦斯電気水道業 12 10.2

線 織 工 業 1 0.8

，食 料 品 工 業 2 1.7

その他の工業 9 7.6

鉱業 15 12.7

交通運輸業 8 6.8

そ の 他 の 産 業 . 13 11.0

合 計 118 100.0

備考(1)厚生省調べ。

(2)をの他の工業-には印刷製本業,製材，木製品工業など 

力;含まれろ。

(3)その他の産業には商業，公務自由業などを含んでいる。

(4)中央労働学園編r労働年鑑昭和22年版j  283 ~  4ペー 

ジより作成。

1946年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 マ月

50人未満 25.7
(1.3)

30.9
(2.2)

24.3
(0.8)

26.6
(1.2)

29.5
(2.0)

32.7
(2.8)

40.5
(3.5)

50人~ "99人 14.9
(1.9)

17.3
(2.9)

10.7
(0.9)

16.5
(2.3)

22.7
(3.8)

24,0
(5.2)

19.8
(4.5)

100人〜499人 35.1
(15.6)

27.2
(15.2)

36.9
(10.6)

25.7
(11-1)

25.8
(13,1)

28.8
(22.3)

26.1
(19.0)

500人〜999人 17,6
(20.6)

t l . l
(16.5)

10.7
(9.1)

18.3
(23.2)

12.1
(19.3)

9.6
(21.3)

6.3
(12.5)

1,000人〜4,999人 5.4
(18.5)

12.3
(44.9)

13.6
(35.6)

10.1
(32.0)

8.3
(34.5)

3,8
(26.2)

6.3
(42.7)

5,000人以上 1.4
(42.1)

1.2
(18.3)

3.9
(43.0)

2.8
(30.2)

1.5
(27.2)

1.0
(22.2)

0.9
(17,8)

合計（ （％ ) 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

K件 数 ） 74 81 103 109 132 104 111

f (% ) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

参加人員） (42,749) (35,153) (83,141) (60.917) (58,978) (33,554) (37,233)

備考(1)本表における各月の争識件数及び参加人員は各月発生のものと未解決のため前月より綠越されたものを併せ計上し 
す，

(2》本まにはストライキ，同5a,怠業，工場閉鎮及び生ま管理のはか争識行為をともなわざるもののうち第三者の調停骑旋 

せるものを含む。
(3》人•原社研f 日本労鄰I盤# 22振J 56ページより作成。

注( 1 5 )同上書，288ページ参照。

( 1 6 )この点については，黑川俊雄r 日本の低貨金偶造』大月割,t f , 185パ 88ページ参照。
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戦後民主変举期における [生座-管理_)鬪争の役割

年 1 月以降6.月までの T生座管理」の累計118件の産 

業別状況を示せぱ表3 のとおレである。

「生産管理j は大体のところ，工業に多く，ついで鉱 

業, 交通運輪業の順になっているが，工業のうちでは 

機械器具が総件数の2 7 .1 % ,ついで金属の1 1 *9 % ,化 

学 ,瓦斯電気水道の各：10.2% と高く，食料品I .7义栃纖 

0.8 % とt e くなっている。 一̂般争談において#数で最 

高の機械器具工業がrをま管理」においても第一位にあ

り，同じ期間の争議一般における比率と同水準である。 

一般争譲の割合に比して多いのは金属工業，イ匕学工業， 

冗斯 • 電女( • 水道業，その他の工業や公務自由業など 

で，練織：C業などでは逆に少なくなっている。また交 

M 運輸業は約6 .7 % と一般争議より高くナっている。

第二に，企業規模別分析によって♦譲のたかまりと 

親摸の大きさとの関速をみるとつぎのようになってい 

る。労働運動は3 月から5月へと昂揚をみせたが,•表

表 5 労働争議における要求事項別件数の割合（単位％ )

耍 求 事 項 ：1946年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 合 ’計

組協 組 合 認 (4.7) 4.5 1.3 1.6 0.9 ------ 一 1.5

合 キ
団 体 交 渉 権 (9.9) 9.5 6.7 6‘4 5.9 — 一 4.8

及‘' 労 働 協 約 の 蹄 姑 ( - ) 一 -- ■----- 一 8.3 4.1 2.2

び権 小 計 (14.6)14.0 8.0 8.0 6.8 8.3 4.1 8.5

# 賞 金 墙 額 (28.6)27.4 22.5 24.5 27.2 23.1 23.0 24.7

金 賃金算定方法の改正 (1 .1 )1 .0 1.9 1.3 1.2 0.8 3.2 1.5

労
解 m 退 職 手 当 (3.7) 3.5 6.3 ■ 4.6 4.9 2.6 1.5 4.0

m 税金会社魚担及免除 (0.6) 0.6 2.9 4.5 3.5 — 一 1.7
時
間

賃 金 減 額 反 対 ( - ) 一 —— . . ----- — 0.6 一 0.1
な 休 業 手 当 ( - ) 一 — •---- 一 0.2 0.9 0.2
ど
'労

賃 金 ま 払 ( 一 ） - 一 -- 0.3 0.8 0.9 0.3

働 労 働 時 間 の 短 縮 (9.0) 8.7 6.5 8.6 7.5 9.3 6.1 7.9
条
俾

有 給 休 日 (8.0) 7:6 7.8 8.6 9.2 10.1 8.7 8.7

福 利 施 設 (7.5) 7.2 4.2 4.1 5.2 5.5 2.3 ■5.0

, 小 計 (58.5)56.0 52.1 56.2 59.0 53.0 46.6 54.1

監 督 者 . 排 斥 (5.8) 5.6 5.2 7.3 6.9 6.9 3.8 6.0

経 営 参 加 (7.7) 7.4 6.9 6.4 7.2 5.7. 5.8 6.6
営 物資湖配配給の公正 ( - ) - 5.9 4.8 6.4 4.2 4.1 4.1
•

人 事 # 与 <3.0) 2.9 3.8 , 6.1 4.6 1.6 3.8 3.6

労 機 構 改 プ (4.3) 4.1 5.5 2.5 2.9 3.4 2.9 3.8

働 人 材 登 用 (0.2) 0.2 -- — , — 一 一 0.0

• 職員労働者差別撤廃 (1 .1 )1 .0 4.0 0.6 2.3 ------- 一 1.4

人 エ 場 閉 鎮 反 対 ( - ) - 一 0.3 0.3 0.6 1.7 0.4

%
休 業 反 対 (0.2) 0.2 一 — 一 0,6 — 0.2

作 業 方 法 反 対 ( 一 ） 一 0.2 ------ - 0,3 0.4 一 0.1
間 解雇だ対;又は復職 (2.2) 2.1 2.7 2.9 2.9 3.2 3.5 2.8

題
小 計 (24.5)23.5 34.2 30.9 33.8 26.6 25.6 29.0

そ の 他 (2.4) 2.3 5.7 5.4 0.9 12.3 23.8 8.2

(% ) 100.0 100.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(仲数） (465) 485 524 314 346 506 344 2,499

備# (0本力;中の1月の計485仲は465件の誤りと思われるので，ここではイ65件でも計算した。 

(2)中央労働学 園 編 275〜6ページ（厚生省統評）より作成。
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4 にも明らかなごとく, この時期は1，000人以上の規 

摸をもった争譲が多く発生した。 1月には件数6件， 

参加人員25,921人であったのが，3 月には18件 ,65,378 

人と壊加し，踏原内閣が総き職した4 月には 1 4 件， 

37,908人，そして復活メーデー，米よこせ大会，き糧 

メーデーと大衆デモが盛んであった5 月には 1 3件， 

36,406人が労働争議に参加した。しかし， 6 ，7 月へ 

と大企業での労働争譲は沈滞している。500〜999人規 

模 の 争 議 も 4 月から6 月へと是揚している。とこ 

ろで，499人以下現摸:fk業の争譲の推移は必ずしも労 

-働運動全体の傾向に左右されてはいない。むろん労働 

運動が昂思したときには中小争譲の件数もふえてはい 

るが，顕箸な変'化はみられなかった。このことは，労 

働運動が停滞したときにも中小企業の労働者は執摸に 

退却をこぱんでいたことを意味するものとみてよいだ 

ろう。「生産管理j のみについての企業規模別件数や参 

加人員についての数的变化を明らかにしうる適当な資 

料は残念ながら見当らないが，これまでの分析からも 

以上の傾向と大差ないことは容易に推察できよう。

第三に，わが®の労働者階級は敗戦後の混乱のなか 

で，どのような要求を掲げて闘ったのか，その点を明 

らかにしておこう。耍求事項ほ争議の原因とはぽ一致 

しており，当時の労働運動の性格をみるうえできわめ 

て重耍視される。厚生省統計によれば， ’46年 1 ガ以 

降 6 月までの労働争議の第一義的妻求事項件数累計 

1,012件のうち，727件すなわち約72% が賃上げを第一 

要求としている。つづいて監督者排斥57件 （約6 % )， 

解雇反対または解雇者の復職耍求45件，労働協約の織

表 6 生管争議での要求享項の割合

要 求 事 項 1946年 1月〜5 月

労 働 協 約 の 綿 結 4.8

質 金 m 額 69.2

賞 金 支 払 1.9

貧杂算定支給方法の変更又 
は反対

1.0

監 籍 者 挑 ^ 斥 6.7
： 経 営 参 加 1.9

解雇反対又は解雇者の復職 3.8
そ の 他 10.6

計 （件数)
100.0
104

結19件，解屈退職手当の5®立まは壞額15件，経営参加, 

労働時間短縮それぞれ9 件の順となっている。争譲に

傭 き 中 央 労 働 学 園 編 286ページよ 

り作成0

注 (1 7 )中央労働学園編S*労働ザ鑑HM1I22年版_j, 274~275ぺ 

(1 8 )朝 ！:i新 WI,1946f| ぱ 月 10|:1付0

当っては，要求は必ずしも一項目に限らない。そごで 

厚生省統計をもとに1月以降6 月までの総要求事据件 

数の要求事項別割合をみたのがま5 である。敗戦当初， 

争議は主として賃上げ，組合求認，団体交渉権の狼得 

などの初歩的襄求から始まっこが，労働組合法施行の 

3 月以降は，賃上げのはか有給休日や労働時間短縮の 

襄求がふえ，また経営参加，監督者排斥，機構改本， 

人事参与，労働協約などめ要求が多くなった。この点 

にっき制日新聞は6 月 9 日現在の全国的調査の結来と 

，して， r労資交渉決製の焦点は结営難を理由とする経 

営者側の工場閉鎮，解雇反対 ,広範K に；a る経営参加要 

求，人事の民主的刷新の問題に集中されている。Jと報 

じた。このように，この時期の労働運動は賃上げ，解 

雇反対，経赏の民主化などの要求を掲げて， I■生産管 

理J を主な争譲手段として激しく鬪われたのであった。 

そこで，吏に詳しく， r生産管理Jのさいの要求事まを 

みておきたい。

資 料 の 制 約 で 不 十 分 さ は ま ぬ が れ な い が ，表 6 は，

，46年 1月から5 月までの生管争議104件の内訳である。 

これによると，全体の約70% が貧上げを第一義的に要 

求しており，これは先の一般争議の原因と変わらず，

I■生産管理J が生活不安に端を発していることを示し' 

ている。だが争議の緯要求事項件数を考慮すると，一 

般爭議と同様に労働協約の蹄結，監督者排斥，経営参 

加など民主化の要求がしだいに増加しているとみて間 

違いなかろう。要求項目というのは，労働者の意識の 

高さをはかる指標となりうるものである。賞上げ要求 

をはじめとする経済的諸要求とならんで,敗戦直後に 

は組合ス 15；認，団体交涉権の獲得などの耍求がなされ，

，46年にはいって労働協約の綺結，藍督者挑斥や経営参 

加など民主化の要求がふえたことは，わが国労働者階 

級の成長を現わすものといえよう。

そこで更に，座業別の要求事項をみておきたい。資 

料の都合で，46年度のま業⑩向をみることになる力労 

働協約の铺結が最も多いのは機械器具工業で104件，

これは総数の36.8%にあたっている。つづいて金厲エ 

業30件，石炭鉱業26件，製材 • 木製品工業21件が多い。 

労働協約の綿結を全く要求していない産業は，自動Itt 

運送業，船舶運輸業, 水産業，教育業などである。経 

営參加の要求が最も多いのは機械器具工業で51件を占

- ジ参照。
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大原社研綴『日本労働年鑑，第22集Ji労働お報社，46, 49~50ページ参照。 

增山太助『読亮华識JI皿 紀 書 57ページ。

労働翁編『資料労働速動史,昭す 1l20~21r£fi版』労旅行政研究所，7 ページ。 

增山太助，前揭書, 62ぺレジ。 '
労働'セ編，前 掲 7 ページ。
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晚後民主変审期における「生産管理」闘争の役割

め，'石炭鉱業26件, 化学工業21件がこれにつづいてい 

る。人事参与，機構改ギ：，監督排斥などの事項につい 

ても機械器具，石炭，金属，製材および木製品，化学 

などが多数を占め, 食料品，印刷製本,土木建築，自動 

率運送，船舶運輸などの諸産業でははとんど要求され 

ていない。当時は旁働者階級のなかでも軍需生産で最 

も苦しめられた機械器具工業，石炭盤:業，金属工業, 

化学工業などで働く労務者や職員及び争譲件数が少な 

，い割には影響力の大きい新問や映画などのマスコミで 

m く知識労働者などが民主的要求を掲げて闘ったので 

ある。この傾向は,也管争議のみに力いてみてもはぽ 

変わらないと考えて間違いなかろう。

では，つぎに, これら々スコミ，.機械，石炭，金属 , 

化学などの睹産業の生管闘争のなかで代表約闘争で力、 

つ主導的役割を果たした■ 争の具体例を梭討し,その 

闘争がいかに闘われ，また，どのようにして後退して 

いったか，さらにはその闘争の結果獲得し，継続して 

労働条件の改善，経営民主化を担ってぃくべき経営 

協議会にたいする政府，資本家の攻撃がどのようなも 

のであったかを，明らかにしよう。このような檢討を 

通して生管開争の性格とその労働運動史における意義 

が明らかにされるだろう。，

( 三）

生管闘争が戦後，急速に一般化することになる契機 

，は，45年10月 の 読 争 議 ，12月の京成電鉄争譲など,.当 

あ;の [生産管理』力;成功した.ことである。この成功が 

.'きづかけとなり，いわゆる『生産管理J が，当時争議 

手段を模索していた労働者に大幅にとり入れられるこ 

ととなゥたのである。10月23日の朝，朝日新聞社では 

.村山社長以下全重役が戦争協力の責任を負って総退陣 

'.し， r国民とともに民主主義本命を推進するJとの宣言' 

を発ました。ととろが読売では従業員代表が要求した 

社内首脳部の戦争貴任の追及，社内機構の決定的民主 

イ匕，待遇改善などが正力松太郎社長に全面的に柜否さ 

れ, 逆に運動の指導者5 名が解雇された。苦慮の末，■ 

'労働者は『業務管理_!戦術でち上が った。この戦術は 

‘rたたかうために必死になって模索した，いわぱ大衆

(20)
の創意J であった。25日には社員代表による編染ま具 

会が開かれ，その日以降，同紙は「民主主義にもとづ 

き紙面を刷新，準備委員会の自主的管理を，全社員の 

結東によって紙面製作を，継続することJ が決定され 

た。また，同じ日，従業員組合が結成される。

読売の生管体制は，まず，旧来の職制機構をffi役会 

から切断し，しかも従来の会社組織，っまり，各部 . 

課の自主性をできろだけ生かしながら，そのうえに構 

築された。闘争の指導は決議•執行機関としての最高 

闘争委員会を頂点に，従業員大会を基盤とし，資務執 

行機関として編集委員会, 生産委員会，新聞製作•発 

行進行委員会が， これを補った。ところが経理，総務 

部門には r経営委員会j をつくることができなかった。

闘争委員会は， r生産管理Jに入ろやいなや，総司合 

部の新聞課や労働課とっねに連絡をとり，彼らの支持 

をとりつけるために努力した。総司令部の見解は，お 

よそつぎのようなものであった。 r従来の経営者およ 

び幹部が，戦争責任にたいする反省に欠けており，彼 

らに新聞の民主主義的運営を期待することができない 

，から，民主主義的諸襄求を会社侧が受け入れるまでの 

期間，一時的に組合が生産，経営を管理して，民主的 

に運営することは論理的にも妥当なものである。J けこ 

だし，それは短期的であることが望ましい。j 

読売の労働者は，紙面をつうじて岡争の経過や目的 

などを報じ，新時代を巧り開く新聞再建の方途や，戦 

貴任，敗戦日本の民主化などにっいて，つぎっぎと 

その見解を明らかにしていった。’国感大银の支援は日 

ごとに高まり，29日には日本社会党，労働組合結成準 

備会共催の「読売新聞闘争批别演説会J (当日，緊急動 

譲によりr読売新M闘争応援!^衆大会J と改めらる）が開か 

れた。山花秀雄の司令で荒畑寒村，松本淳三，加藤勘 

十，岡田宗司が演壇に立ち，[問題はひとり一新問の 

鬪争でなく，戦争責任の追及という意味で全国S 的な 

ものであるJ ことが強調された。11J110日には全国新 

聞通信従業員組合同盟主催のもとに，日比谷公園で，

!■読売新聞争議応梭大会J が举行され，社会党からは 

田摩春次，中村高一，共産党からは跨旧里見らが参加 

し，読売の労働者を激勘した。

誓察宜出身の正力社長は，戦前から労働運動や民主

- ■•.一. I .1 .，■■■，" IB—— ............... ..'mil■•inLrtn M̂UjfcgijiBgHiiriwnMWHa— .'fjrrn'n.iw——

注(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23)
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化運動を徹底的に弹庄しつづけてきた経歴の持主であ 

るが，戦後も労働組合運動にJE面から敵対した。争議 

は長期化の様相を呈したが，国民大衆の熱烈な支援と 

労働者階級の共同行動に支えられ，さらにはその間， 

正ガ社長が総司令部によって戦犯容疑者に指名され巢

に出頭を命ぜられるという労働者侧に有利な事件も‘ 

あり，組合侧の勝利に終ったのである。正力社長は退 

陣し，カホって老の馬場恒吾が社長に.組合長の鈴 

木ま民が編集局長となった。

声本と経営の分離が原則的に認められ，また，経営 

者侧と従業員側とそれぞれ同数とする経営協議会が設 

置され，編棠および業務fc関する重要事項はそとで決 

定されることとなった。この経営，譲会は，労働組合 

としてではなく従業員として労働者代表を送るという 

制度的弱点をかかえていたが，当時の労働者侧にぼ倒 

的に有利とい:う.力関係の下でi 労働組合幹部を従業員 

代表としてのみならず，経営者侧代まとしても多数送 

り出し，'そとでは組合が絶対権をもっていた。この体 

制の下に2 月いっぱいかかって，いわゆる•■民主読売J 

といわわる新生 [読売J の編集-体制ができあがった。 

読売の労働者は [生産管理」を解いた12月12日付の社 

説 「読売争議の解決j で 「今日以後読売新聞は真に民 

衆の友となり永久に人民の機関紙たることJ を宣言し，

「飽くまで，民主主義本命の完遂J に努力することを 

強く® 民に約束したのである。

しかし，またこの闘争の過程で読売労働者の弱点も 

明らかになりつつあった。そ れは r記者たちの反共主 

義j であり，また争議の調停での待遇改卷問題の欠落 

によるr指導者と工場労働者,下級社員のあいだの不信 

感Jであった。これらの弱点は先に指摘した「経営委員 

会」の欠如や経営協譲会の欠略とともにその後，運動を 

深化させるうえで大きな障害となったのである。だが，

それにもかわらず, このr生産管理Jニr業務管理J とい 

う新戦術は，当時の労働運動に大きな刺激を与えたの 

であった。

読売争議が解決した当日，京成電鉄労粗が「生産管 

理J に入り，翌I 2日にはスト中の三弁美頃労組がf生 

ま管理J に突入した。ととろで， 日本共産党は12月 1 

日に開かれた第四回大会でI■主要企業にたいする労働 

者管理J を行動綱傲としてすで 1こ決定していた。

京成電鉄では12月 5 日に組合が結成されたが，キれ 

と前後して会社側に要求書が提出された。〉第一*次要求 

として0 体交渉権の容認，賞金の5倍即時値上げ，配 

給品帳簿の提出公開が要求され,さらに第二次で戦争 

犯罪者，戦争責任者の即時退陣などの耍求が追加され 

た。ところが会社側は団体交渉権を認めただけでその 

ほかの要求を事実上拒否した。組合は10日，闘争開始 

の指令をだし，11日の始発から無賃輸送を開始した。 

こ の 「無料運転は，東交が越冬資金渡得闘争で破れた 

場合，闘争手段として採用しようとしていた新戦術で
(2 7 )

それを記者が京成にサゼッストしすこ。Jものであった。 

この無質輸送は13日までつづけられたが，14日からは 

修理のできた車ニで平常運転にかえり，同時に，組合に 

よ る 「経営管理』をおこなったのやある0 その前日， 

津旧沼の争議団本部へ総司令部員ニ名が来訪したが， 

組合長の説明を聞いて激励して帰って行っV :。 「経営 

管理』期間中，労働者の出勤率は100 % の好成績で， 

故障車は迅速に修理され，電車が増発されたため乗 

賞の増収をみたはどであった。労働者は「経営管理Jを 

おこなうことにより会社経営の実態を把握するととが 

でき，運賃を闘争本部で保管すをことにより 一*日の収 

入を明確にし，彼らの要求が决して不当なものでほな 

いことを確認して意を強くした。適切な戦術と厳固な 

団結に支えられながら組合は22日，第三次の耍求書を

-京成電鉄労働組合16年史—— J 1962年7

注( 2 4 )增山太助，前 掲 105ページ。

( 2 5 )同上書，120ページ。

( 2 6 )耍求獲得<6経緯I tっいては， 成電鉄労働組合rわが闘いと想設の歴史- 
月20日刊，のなかのf無賞，生産管理鬪爭J カ聯しい。

( 2 7 )労農記者想話会r労働運動見たまま1』時事3fli信社，さ0ページ。

( 2 8 )京成I I欽労働組合，前掲IH8ページ。
( 2 9 )労農記者懇話会，前掲書によると，経営管理期問中の14日力、ら18日までの計5 日[Hjの売Jb高はっぎのようになつていた。 

W 銭 . ’
14 日 42,534.40
15 日 48,865.33
16 日 65,933.35
17日 （日曜日）34,445.30 
18 日 47,382.52

229,160.90
このようにr経営管理J によ 

となった。

.て会社経EEの实体を把握したことが，資金5倍値上げ耍求を货徹しえたひとつめ原因

 o4



労 働 あ 前 揭 27~29ページ参照。

日本鋼管鶴見製鉄所タタ働組合編r鶴鉄労働運動史』験台社，61ページ参照。 

労働' 編，前掲tt, 31ページぐ .
同上ttf, 32-̂ 33ページ6 
朝m新则，46年 2月 3 日付。
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会社側に提出する。そのなかで組合は労資代表それぞ 

れ13名よりなる経営協議会の設置を要望した。ここに 

至って会社伽は賃金の五倍値げを容認する力、わりに， 

経営協議会を業務懇談会とするよう画策してきた。し 

かし，組合はこれも拒絶し，結局29日，労働者側の全 

面勝利に終わたのである。この争議は読売等譲とは 

違っで現場の労働者が中心になって闘われただけにエ 

場労働者に与えた影響は大きかった。

千葉県糊毛の加藤製作所で労働者が立ち上がり,賞 

金のぢ倍値上げ，配給物資の組合管理などを要求し全 

面的に貫徹した。同じ頃，船 の 水 産 化 学 が r生産管 

理j に入って賛金2 ：谱値上げの要求を獲得した。これ 

がまた刺激になって，加藤穀作所の組合は，翌年 1 月 

24日再度，賞金五割値上げ,軍国主義幹部の迫放およ 

ぴ社内民主化断行，配給帳簿の公開などを要求し , 

団体交渉のすえ全面的に勝利した。 なお， この闘争 

により組合は団体協約を獲得し，そこでは従業員の揉 

用 ，解雇は組合の嚴認 'なしにはおこなわないこと， 

生ま協議会0 設置などが決められた。その後,労働者 

は生産協議会を速じて，新就業規則の作成，欠勤者 

にたいする制载的賞金控除制の廃止，請負制の撤鹿， 

月給制の確立，主任役付の自発的辟職，それにかわる 

生産委員長の公逃などの民主的改単をなしとげたので 

ある。’ ...

このはか1 月には日立精機足立工場をはじめ，関東 

配電，赤十字社中央病院，束芝，沖電機，九州猪之鼻 

快叙;，日本製靴などが賃上げ，幹部退陣，経営参加な 

どを耍求して，つぎつぎと [生産管理」に突入した。 

日本鋼管鶴見製鉄所の労働組合力;賞金の三倍値上げ， 

首切り反対などを要求して [生産管理J に入ったのは 

1 月10日であった。 r生産管理j とはいっても基幹産業 

では容易なことではなく, 組合の手によって生産する 

という職制排除の組合管理に重点が置かれた。 「生産 

管理」中は本社との直接交渉がつづけられた。会社侧 

は課長をつかったり，あるいはあたかも占領軍のま向 

であるかのように[生産管理は違法であるJという長文 

の揭示を貼っ.たりして切崩しの宣伝を始めた。そこで 

組合の代表は総司令部民間情報部へコンスタンチーノ 

部長を訪ね話合ったすえ， [GHQは労働運動に干渉し

ない。 資本家のポ当の圧迫に対しては組合を援助す 

る。Jという好意的な回答を得た。26日，本社で重役会 

が開かれる日をねらって，組合は大衆デモをかけ，本 

社ビルで社長と団体交渉のすえ要求を貫徹した。

労働者がまらの力で生産や経営を管理，蓮営するの 

をみて狼狠した政府は, 2 月 1 日，内務，司法,商工 

厚生の四大臣の速名による概ねつぎのような声明を発 

表した0

近時労働争議学に際しては，暴行，# 迫または所 

有権侵害等の事実も発生を見つつあることは真に遗 

憾に堪えない。かかる遠法不当なる行動に対しては 

政府においても，これを看過することなく断固処断
ひ2)

せざるを得ない。

四相声明は明らかに I■生産管理j の弾圧を目的とす 

るものであったが, 総巧奈部はこれを黙認した。これ 

にたいして，四相声明の直接のきっかけとなった愈鉄 

労組をはじめ，関東労協，全炭，新聞通信,鉄鋼など 

の各職場，各業で弾圧反対の決議がなされた。関東 

金厲i t 業労働組合準備会はつぎのような決議文をだし 

て四相声明を批判した。 ’

労働組合の闘争手段としての経営管理は現在の資 

本家の生産サボタージュに対抗して生産を遂行し， 

飢餓とインフレの危機を打開し，人民を廣乏から救 

う唯一の方法であり，これを必然ならしめた資本家 

側の負:愁なる怠業に対し何等ふれることなく，逆に 

所有権侵害呼ぱわりすることによってこれを阻止せ 

んとすることは，彼等の一*方的弾圧の意図を露骨に 

示すものにはかならない，かかる事実を無視して警’ 

察的千淡を復活せんとする陰謀に对し我々は絶対に
( 3 3 )

反対するものである。

生管弾圧反対の声が高まるなかで総同盟も7 日，代 

表が厚生省に赴き，労働者の I■生産管理i を合法化す 

るよう，芦田厚相に進言した。共産党も四相声明には 

全面的に反対した。帰国して問もない野坂参三は「四 

相声明の如きものを何故いま出すのか」とこれを批判 

し， （■共産党はこれを全日本労働者の問題として取极 

い，あくまで弾ほに反抗するj と抗議した。ところが 

ま会党の松岡駒吉は，労資協調の目的を達するために 

は四相声明もやむを得ず,との態度をま明し共摩党と

Iff imrtimTmimrmimirifUHiwri mr imwimiwiiOT

:主(30)

(31)
(32)
(33)
(34)
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一線を圃した6 I■社会党としては，政麻の態庇を無暗 

に弹庄せんとして乘り出したものと解釈していないJ 

と述べ，「も，と穩健な熊度をとるよう考慮する必要
( 3 5 )

があるJと労働者侧に自重を促している。とのように当

時 , 右派が主流を占めていた社会党は「生産管理』に 

は否定的態俊を示じた。

政府は8 日，0 相声明にもとづき，内務省鲁保局長 

名をもって「不法行為の防止取输J についての通牒を 

発した。^；の通牒では『生産管理」については！■主務 

省より何分の指示あるまで本件取蹄の対象とならざろ 

こと。Jと一応® 保された。そして，労働組合法にもと

づいて設置されるす定の労働參員会を労働争議のさい
( 3 6 )

役立てるよう訳われていた。このような政府の相つぐ

労働運動への陣JEにもかかわらず，生管鬪争は経済危 

機，生活危機が深刻化するなかで支配階級の動揺をつ 

いて全国に波及していった。

この通牒のでた当日，三養美與労組が「生産i f 理J 

に入り，11日には r経営管理 j へ移行した。この争議 

の直接のキッカケは坑内5 円，坑外 3 円の出勤手当の 

要求であった。この手当を打切るといって頑強に譲ら 

な、、会社側の不誠意な態度は，飢餓線上にあった労働 

者やその家族の怒りを11発させ，結局，いわゆる『人 

民栽刺J によって資上げ，出勤手当の存続などの成染 

を獲得したのである。しかし，この争議においても当

てよ初に， 「破壊行為をやらなけれぱ生産管理はや，
( 3 7 )

ろしいj との占領軍の承諾を得ていたことを忘れては

ならないだろう。

大日本エ機岸和旧工場の労働者が12日，配転反対と 

退職金要求を掲げて「工場管理j に入り，21日には， 

のちに読売従組とならんで占領軍の攻撃の的とされた 

北海道新間労組が「業務管理J に突入した。 2 月には， 

このはか古河電機工業やオリエンタル写真工業など総 

計20件， 1万 5 千名が生管闘争に參加した。生管闘争 

が斤J楊し，経営協議会を設置する企業がふえつづけて 

いるという状況下で，250, 共産党は第五回大会を開 

き，その宣言のなかで，先の第四回大会決定の行動綱

傲を, T労働者が参加する経営協議会制度による産業
, ( 3 8 )

の経営j へと改めたのである。

3 月に入ると，長期間争議をたたかった江戸川工業 

所， 日本ステンレス高岡工場，東洋合成新德工場など

が r生産管理J に突入する。三弁系の東洋合成新渴エ 

場ではエ患閉鎮，首切りに反対して；!3日に労働組合は 

「生産管理』に入った。硫安生産に転換可能な施設を 

もちながら，资本家は生産にのり出そうとはしなかっ 

た。そこで労農の提携によって，農民が渴望している 

硫安製造を行なう計圃が立てられた。官僚統制の支配 

しているなかで，.小規模ではあったが，労働者と農民 

の力によって硫安は生産され配給された。

同工場では「生産管理』に入った当初，資金に最も 

困難お感じていたが，同 じく『生産管理」 を継統中の 

江戸j||工業所から， メタノ一ルを売却することとして 

30万円を前借している。また，賞金の支払いや雇入， 

解雇についても組合が独自の方式で行なった。 6 力月 

に及ぶ長期の闘いのま，労働者は工場再開を勝ちとり， 

労働協約の缔結，経営協議会の設置，人享の刷新など 

大きな成果を獲得したのである。

1 月以来，生管闘争をつづけ：ていた蛛道機器労組は 

3 月 9 日，勝利をもって [生産管理」をうち切った。 

他方では，京都第二赤十字病院，東京光学，九州宝珠 

山炭鉱，北海道雄別茂尻，東芝南輔などがつぎつぎと 

生管闘争に加わっている。

東宝労組は3 月23日，団体協約の蹄結，労働条件待 

遇 . 給与の撒底的改善，経営企画への参画などを耍求 

して-争議に入った。撮影所は「生産管理J , 本^£と各 

劇場はr経営管理Jに突入する。観資料の収入は争議団 

側で管理した，。粗合は争議の実情を訴え，家族や国民 

大来の支持 . 協力をもとめるために，東京をはじめ全 

国各地で無料公開の宣伝戦を行なった。東宝労働者6 

千名の鬪争は, 大映， 日映，朝日の各社にも大きな影 

響を与え，全映画演劇従業員の共同岡争に発展した。 

31日には，全映臨時大会が有楽座で開かれ，約 2 千名 

の各組合代まや組合員の参加のもとに，共同岡争ま員 

会の結成がなされた。大会後，全映傘下組合員は東宝 

労働者を先頭にデモ行進をして，東宝，大映， 日映， 

松竹，朝日の各社を訪問，代まをあげて各社重役に待 

遇改言，経営協議会の設置，社内民主化の決議要求を 

手交した。この共同闘争は関西へも波及する。このよ 

うな闘いのなかで4 月 3 日会社侧は要求を全面的に承 

認するにいたった。その後も，資本家が動揺をつづけ 

るなかで芸術家と労働者がへゲモユ一をとって，，46年

法(3 5 )同上。

(3 6 )山崎2：邮 r日本労働速勘史j 労務行政研究所，116^117ページ参照。 、

(3 7 )谈鉱の生活史編教委M会編•三教美谈鉱労働組合文教部r殷鉱の生?iS史，資料集第0染J, 48ページ,
(38) r日木共座党綱細I!題文献级_|日本典座党中央委員会山版局，95ぺ 07ベ…:>翁照。 •
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戦後民主変眾期におけるT生産管理J闘ホの役割

には，メーデーを扱ったr明日をつくる人々J や捕EH 

清 の r命ある限りJ , 今弁正の r民来の敵J, 黑沢明の 

「わが青參に悔なしJ などの良心的な映画がつくられ 

るのである。

3 月の生管争議件数は39件と1 月の3倍， 2 月にく 

らぺてもはぽ倍増した。この頃になると, 日ネコロン 

ビア従組のように社内民生イヒ運動をはじめ,その一環 

として部長公選を企図したり，また,設置された経営 

協議会をつうじて，従来の会社内規たる表彰および燃 

成規程の改正，会社内食堂及び配給所の運営および消 

費組合組織と常設的厚生委員会などの具体化，残業お 

よび臨時出勤手当についての改正などを卖現する組合 

もでてきた。

4 月になっても労働運動の勢いは衰えず，北炭系の 

諸破では幌内破をはじめとし，つぎつぎと「生産管理』 

を実施，また帝国石油大ま合全所，日本競馬挽曳など 

の労働者が生管闘争に入った。 6 日に始まった高获炭 

鉱 の [生産管理』は，廣代支払い先をめぐって高获炭 

鉱労組と日炭従組が共同闘争を展開したことで注目を 

.ひいた。

この炭鉱は創立以来，社長の独裁によつ て経営され 

ていたが，増産運動の推進を契後に，組合は倉iltlの公 

:開と経営参加の手段としての译営協議会の設置を要求 

した。社長はその要求を頑強に拒否したため，組合は 

，『生産管理】に入った。その際，組合の代表はわざわ 

ざ上京して占領軍に事情を訴え，その結果，大いに奨 

励され，保護された。「生産管理J期問中，掘進•保安 

め設備は改善され， 生産は大幅に上昇した。 ところ 

で問題は経理，服売をどうする力S .であった。そこで 

間題となったのが，戦時中からの石炭配給統制の元綺 

め， 日本石炭株式;会 社 （日炭）への石炭買い取りと組 

合への炭代支払いの要求であった。このたたかいで,

伺じ全炭傘下の日炭従組と共同闘争を展開し,石炭庁 

め 「炭代は会社に支払えJ という指令や,商工省の 

r代金は会社へJ という指令をはねのけ，つ い に 「石 

廣代支払いは当事者に一任するJ との覚え書きをかち 

とったのである。こうして正式にr生産管理J 中の石

炭を日廣が買い取り，代金を組合に支仏うこととなっ 

た。その後も資本家はあきらめず，政府や職組速合会, 

さらには暴力0 を利用して担合に☆ 撃をかけたが，日 

炭従組や地域の労働組合の応援に支えられ,高栽労組 

は [生i t 管理j 否認の政府声明が出された翌日，きわ 

どいところで勝利をかちとったのであろ。その結果，

部幹部の龍免，係員の左遷，貧上げ，出勤賞与の存 

統，経営参加などの成果をえた0 ,
4 月になると，資本家の生まサボタージュに対抗す 

る一時的争譲手段としての「生産管理」の増加と平行 

して，経営民主化の恒常的組織として経営協議会を獲 

得する組合が益々ふえてきた。厚生省労政局の報告に 

よれぱ, 経営協議会の設i t 状況は，45年12月に3 件 , ’46 

年 1 月に7 件, 2 月に14件であったのが,共産党の方 

針 换 後 の 3月には69件， 4 月には89件と急激に増加 

している0

この頃, 反政府岡争は異常に昂於しており， 4 月 7 

日の離原内閣打倒人民大会をはじめ，大会，デモが速 

日くりかえきれ，赤旗の波が首相官邸をとりまいてい 

た。10日の統一選拳の敗北後も幣原内閣は少数の進メタ 

党を与党として，旧体制維持のためにあくまで居すわ 

ろうとした。このとき，食糧危機は絶頂に達しており， 

それにたいして何ら対策を講じようとしない古い政治 

支配にたいする国民の怒、りが後発する。 22日， 幣原 

内閣は総辞職を余儀なくされた。

労働者階級は， 4 月初旬に『生産管理』実施中の東 

芝率輔，江戸川工業所，日炭などが中心となり，これに 

ライト自動車，加愈製作所， 日本製靴, 関東化学工業, 

関東金属，関東労協などが加わって提唱団体となり， 

[生産管理j 弾圧反対の運動を盛り上げた。I 2日には， 

これら諸団体の提唱に応じて宮城前に38組合約7 千名 

の労働者が集まり， 「生産管理弾圧絶対反対労働者大 

会」が開かれた。終す後ただちにデモに移り運輸省と 

商工省にそれぞれ， 「生産管理」の正当性の7モ認， 「生 

ま管理J にたいする弾庄撤廃，反動的官僚の退陣など 

の諸項目についての要求書を提出した。このような運 

動に支えられて1プ日，人事に関する同意約款の間題で

注(39) r高栽の生ま管理闘争_! r日本炭鉱労働組合運動史資料J 日本廣鉱労働組合迎勘史編纂委員会刊, 195S^P 6 月，によ

る0 . .
( 4 0 )突隙には，炭代を組合側と会社側にニ重払いしていた。（朝日新【招， 4 月21日付。）

( 4 1 )大原社編，前掲書，318ページ。. ,
( 4 2 )この点については，とりあえず中四功『戦後民主変、本期の諸問題J 校倉書成松尾尊究 r旧支配体制の解休J r岩波 

講座，日本歴史22J毅波書店，高橋ま博！•占領下，社会党政権の成立過勘『労i!)迎動史研究55 ♦ 56合併号』労働匆報社， 

など参照されたし。
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会社伽と対立， [生産管理 ]!に入っていた東芝 i}S輔がそ 

の要求を貫徹した。 この労働者大会はさらに•■生産管 

理J の合法化をめざして共同鬪争委員会へと発辟して 

ぃった。すなわち幣原内閣崩壞後の4 月24日，前記諸 

団体の提唱で》 [生産管理弾圧反対闘争養員会Jの結成 

大会が ,37工場500名の#加のもとに京橋公会堂で開他 

されす挨接に立った共産党の徳 05球 一 は r生産管理 

のはか今日の緊急の問題は食住の問題だ。 これを解決 

するためには反動内閣の出現を阻止せねぱならぬ。労 

働者は力を結染し，その要求を支援する政党と共同鬪 

争を展開せねばならぬ。J と述べ， また加愈勘十は「社 

会党は生ま管理弾圧反ネホを党議としては決定して居ら 

ぬが，労働速絡部長として本爱員会をま持する。隙級 

的良心に基いて出来るだけのことをすることを誓う。J 

と声明した。 自由法曹団の上村進は [生産管 ffiぱ明ら 

かに合法である。労働者は自信をもって闘ってもらい 

たい。] と激励した。

この大会で決められた綱領は， 「生産管理」の合法性 

の獲得， r生産管理の効梁的遂行， [■生産管理』の傲 

底による全労働者階級の高度組織化などであった。当 

Hはとりあえず，この連動に消極的であった社会党に 

対し， 「生産管理』弾圧絶対反対の闘争を議会内外に 

おいて展開することなど四項目の要求書を提出した。

’3S年以来禁止されていたメーデーが11年ぶりに復 

活し，全国労働者12さ方人の参加をえて盛大に挙行さ 

れたのは5 月 1 日であった。この日，東京の中央メー 

デ一は官城前広場でおこなわれ，約20万の労働者大衆 

が赤旗とプラカ一ドを立てて参加した。司会者重盛寿 

沿 0K交)の開合の辞に始まり，総同盟の山花秀雄，関 

東労協の伊藤憲一，産別会議の聴涛克己，社会党の加 

藤勘十，典産党の德旧球一などの諸氏が労働)者の解放 

を叫んだ。この大会では保守反動政権反対，社会党を 

■i■班とする民主人民政府の即時樹立，戦犯の追放，食 

糧の人民管理，働らけるだけ食わせろ， 「生産管理j 弾 

庄絶対反対, 産業別単一労働紙合の結成，労働戦線の 

統一，民主人民戦線即時結成などが決謎された。また，

全国各地のメーデーにおいても，食糧危機突破，労働 

戦線の統一， f■生座管理」弾 反 対 ，民主人民政府の即 

時樹立が叫ぱれた。

この頃，食糧不安は極度に深刻化しており,賀出し

法( 4 3 )朝日卸恥1946<!{i4ji25日忖，ただし，労働器綴，前 掷 99ページでは約40組合300名の参加，となっている(
(44)(45)(46)(47)労働あ編，前掲書，99ページ。

(48) fMrM 前揭t r , 119ぺ-•ジ。

( 4 9 )マーク♦ ゲイン！■ユジボンH記 （上：)J mm, 202ページ《 •
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への驻奔を駆り立てると同時に，食糧狼得のための大 

衆運動を各地に激発させていた。 G月12日の東京世旧 

ヶ各区民大会は，ついに民衆の宮城へのデモ行進にま 

で発展するに至った。このような労働運動•.大衆運動 

の昂揚をまのあたりにして,アメリカ代表で譲長のア 

チソンは，15日の対日理事会で，「アメリカはモの本 

国においても日本においても共産主義に味方する.もの 

ではないJ という反共声明を発した。し力、し,その後 

も下から盛り上がった運動は衰えず，それは19日の食 

糧メーデーで頂点に達した。これには労働組合，一般 

市民，文化団体，農民組合等広範にわたる25万 余 （主 

他側発表)の労働者大衆が参加した労働者大衆の民主 

人民政府樹立の強い要求は吉由内間’の組閣を難行さ '̂  ̂

一旦は断念させた。これに齋いたマッカーサーは，如 

日，つぎのような警告の声明を大缴に向けて発し，占 

領政策の転換を示唆したのである。

日本が封建的，軍国主義的国家から民主的国家へ 

移行せんとする過程に合理的，民主的手段をとる自 

由は認められているホ、今日既にその兆しを見る如 

き秩序なき暴力行為は今後絶対に許容されない。彼 

等は単に秩序ある統治のみならず，占館軍の根本目 

的と安全とを危殆ならしめるものである。もしこれ 

ら日本国民の一部少数が現下必要とされる自制と自 

尊心を維持し得ない場合は, 余はかかる悲しむ-^き 

事態を国教するに必要な手段を講ぜざるを得なくな
( 4 8 )

ろう。

マッ力ーサ一の警告がいかに甚大な効果を及ぱし/•こ 

かは，つぎのマ ーク，，ゲインの言葉からも察しられよ 

う。 rこの声明の効果は正に驚嘆すべきものだった。 

これはどまでに反響をよびおとした措置を私は思L、出 

すことができない。組合や左翼政党の本部は驚倒し， 

保守派はおおっぴらに欲喜した。 この声明の内容が言 

相官邸に伝えられるや否や，『坐りこみ』 の迪中は静 

肅に退却した。今 f l , ，または今週4 ,に予定されたデモ 

はことごとく中止された。今の今まで，街廣示威以外 

には政治を新しくする方法はないと説き立てていたB
( 4 9 )

本の新 fiilは，大慌てでまわれ右した。J '

労働運動•大缴運動に突き上げられ統一戦線派へと 

押し流されていた社会党右派は,•■新しい情勢に邮応 

してlif熊をIV檢射するJと声明し，組閒できず動揺して
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ぃたま由党の吉田夜はこの声明で完全に立直り，22日 た 。

吉田保守連立内閣が成立した。24日には天皇が，ラジ 

ォを通じてさ度にわたり国民に耐乏生活を拆えた。ま 

た， 2 9日にはアチソンが再び対日理事会で， 行動の 

全体主義化を警告し，少数分子の塌動を緋擊する旨の 

演説をおこなった。日経連の母体である関東経営者協 

会が設立されたのも，ちょうどとの時期であった。こ 

のような反動の嵐のな,かで6 月 5 日， 日炭，東芝享輔，

日☆ 亀有など39組合は，京橋公会堂であ曾弾庄共同闕 

今̂委員会を開き r生ま管理は争議手段として自然発生 

的に生まれたものゆえ，既成の法理論でこれを取缔り，

資本家の生まサボには何#建設的努力を払わぬのは断 

じて容認できぬJ との声明を出した。津々良ら20余名 

の代表は，里島商相と面会し決譲文を提出したが，こ 

れにたぃして商相はr自♦ は生管は逸脱だと思う。生 

管とぃう最悪の事態をひき起さぬような，弾力性のあ 

る経営協議会をつくりたぃ。J と回答し，「生産管理J
. ( 5 2 )

を杏認した。

9 日，総司合部経済科学局労働課のコンスタンチー 

.ノ少佐は， 6 日菜紙に掲載された， 「同少佐が4 日記 

者団と会見，生産管理は合法であり，総司令部が;^認 

かつ了解してぃる対策であると語った。Jとある記事を，

否定した。これと関連して総司令部のスポークスマン 

は，つぎのごとく司令部の見解を明らかにした。

労働争議に関速して，労働者が4 産手段の占i  

即ち生♦ 管理をやことが合& か杏かの問題は， 日 

本の法規) 決定すべきものでをる。日本の官憲は労 

偶/争議におぃて混乱をしづめ，個人が危害を加えら 

れたり，加えられんとすることに対して，これを防 

止するための行動をとることが出来る。更に波らは 

争議の過程において，犯罪的行為をなすものに正当
. (54)

な措置を講じた後，これを速捕することか出来る。

(傍点筆者）

さらに12日 に は r占領目的違反取綺令J がだされた。

これに力を得た政府は，翌13日， r生産管理j を西認し，

経営協議会の設置を要望するつぎのような声明を発し

注( 5 0 )労働ネi ® , 前掲f t 110~111ページ参照。

( 5 1 )朝日新抓1946年6 月6 日#。

( 5 2 )同上。

( 5 3 )朝日新|他 194がP 6 )^ 0 日付。

( 5 4 )同上。

( 5 5 )労働あ綴，前揭書，135~6ぺ ジ 。

( 5 6 )大原社研編,前掲黨319ベ 20ページ， ' 

<57) r庫:別会餘小史J び労働®動史别究，53巧j 労働fO報社所収，126ページ0)
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政府としては，最近起った生産管理なるものは正 

当な争議行と認め難い。これを放任しておくと， 

遂に企業組織を破壊し国民経済を混乱に陥し入れる。 

この際，S 家的見地に立ち，生産増強のために，経 

営者側及び労働者側の代まで構成する経営協議会等 

を各企業に設け，争議を必耍としないような措置を 

予め整えて置くことが望ましい。（傍/̂ {筆者）

同 時 に r経営協議会に関する書記宵長談j を発!^ し, 

さらに具体的に政液の構想を明らかにした。そこでは 

経営協議会は，労働者の希望した経営民主化の手段と 

いうよりは，むしろ生産復興のための労資協力機関と 

して位置づけられた。また，この談話のなかで各企業 

が参考にすべき経営協議会の組織内容などについての 

適当な案を中労委などに依頼し，作成して発ますると 

とが提示された。 . .

産別共同闘争委員会ではS 日，緊急会議がひらかれ， 

政府声明の検討がなされた。そこでは r生産弾庄にた 

V、しては生管強行をもって闘うという基本的態度J の 

決定と同!!#に 『これ（生管闘ホ，•‘…第者)がかなり困難 

な条件も出ていたので『従来極力回避して来たストラ 

イキ•サボなどJもおりまぜた屈伸性ある総合戦術を採
< 5 7 )

用する」ことが決められた◊ これらを転機として労働 

組合の闘-すt戦術は主としてゼネズトをめざす方向へ移 

行していった。政府，独占資本のみならず，占領軍の 

弾圧に抗してr生産管理j を継続，拡大し，労働運動を 

発展させていく力はわが国の労働者階級にはまだ俯わ 

っていなかった。読売争議の再発と江戸川工業所争議 

の敗北はこの反動の時期の開始を告げるものであった。

政府声明が出される前日，読売新聞に第二の-争議が 

おこった。

それは占領軍の弾ぼ政策が原因してV、た。世論にた 

いするマスコミの大きすi 影響力を重視していた占領軍， 

政府，独占資本は一致団結して「民主読売j の労働者 

にたいす.る反撃を開始した。占領単総司令部新聞課は， 

プレスコ一ドにたいすあ違反という名目で組合幹部6
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名の首切りを金令した。占領軍の指示と後押しをうけ 

た馬場社長は，組合長鈴木東民をはじめとする組合幹 

部を解照した。解厢反对闘争は総司♦ 部新聞課長イソ 

ボデン少佐の来社による威嚇や7 月16日の武装警官隊 

500名と暴力団のなぐりこみによ ，て彈圧された。これ
C 58)

は，戦後初の警察力による大規模な争譲弹庄であった。

3 月 1 日からr生産管理j を成功裡に進めてきた江戸川
C59)

工業所争譲が敗北したのもちょうどこの時期であった0

三菱傘下の江戸川工業所東京工場の従業員は1 月10 

日，労働組合を結成し，22日になって会社側に，待遇 

改善，A 時間労働制，団体協約の辅結など九項目にわ 

たる要求書を提出した。会社侧は組合の要求を頑固に 

拒杏し交渉は決裂，労働者は「生産管理」に入ってい 

た。この工場はメタノール,ホルマリンなどの生産を行 

なっていたが，i ij後は生産を停止し，在庫品も価格腾 

貴を見越してはとんど出荷せず，これを隠® していた。 

そこで組合は「生産管理J 開始とともに，種米の消毒 

用及び養香用として緊急に必要とされていたホルマリ 

ンの出荷を始める。労働者は食糧危機の打開に鼓舞さ 

れ，就業拳上昇し，その団結と幹部の情熱，さらに 

は日炭従組，全農職組などの辕極的な支援と共同闘争 

に訴えることによって資金• 資材の障害を打.破し，能 

率よく生産をつづけた。闘争組織の而では，まず非民 

主的な幹部や非協力組合をこの機会に追 '̂ 、出してから， 

工場運営の方針を決定する「生産管理」委員会を新た 

につくった。これに闘争委員会と組合の巾央養員会の 

三者が一体化して闘争を行なったのである。闘争委員 

会が最高の指導権を握り，生産委員会は技術®の担当 

に重点をおいていた。このように労働者が立派に*■生 

産管理j を担いつづけながら，ホ譲はなぜ敗北しなけ 

れぱならなかったか。

それは組合の指導部が生管闘争経営者と一度も 

交渉しようという姿勢をみせず，労働者内部の不安を 

無税しヤ交渉を放棄してしまったととに原因があった。 

指 導 部 は 「生産管理 j を労働者の階級的，民主的意識 

を高め団結を強化する手段として徹底的に利用するこ 

とができなかった。経営者との交渉を通じて労資対立 

を鮮明にさせ , 立 派 に [生産管理 j を担いつづけたそ 

の力で，諸要求を賞徹すべきであったろう。 ■■生座管 

理J を目的化してしまった結果，指海部は追放され， 

結局，何一つ成果をあげえずに労働者は f生産管理_]'

を打ち切らねばならなかったのである。とれは上部団 

休の指導の欠如と組合粋部の指導上の誤り，さらには 

労働者が高い階級的•民主的意識を持続させることが 

できなかったというわが国労働者階級の未熟さが,占 

領軍 • 政麻 .独占資本の弾庄の強化によって露呈した 

ものであった。

この二つの岡争の結末は，一般に，公然たる[生産 

管理」が闘争の主耍な戦術としてたたかわれた時期が 

終ったことを告げるものであった。

(四）

敗戦直後，わが® の労働者階級は「生産管理j を主 

要な争議手段として資本家に対抗したが，これは民主 

主義苹命や戦時中のいわゆるレジスタンス連動を経験 

していないわが国の労働者が，ァメリ力帝国主義の占 

領下で，資本家の物資隠匿，生サボタージュにたい 

してとった争議形態、であり，民主化のための組織て*あ 

った。物資を隠匪し,生産サボをする資本家を相手に 

貨上げや解雇反対岡争を行なおうとすれば，当然，軍 

国主義者や生まに非協力的な者の挑除や経営の民主化 

をせざるをえず，そうするととによってはじめて労f動 

者の手による生産の復與，さらにはをの当面の要求で 

ある賞上げなどを貫傲でき.たからである。そのさい労 

働者隙級は民主化のための恒常的組織として経営協議 

会を族得した。これにた’いして政府は, ，一*方 で 「生産 

管理』への弾圧を強めながら，他方では書記官長談に 

のっとって厚生大臣の名において6 月17日，中央労働 

委員会にたいし r経営協議会の組織運営等に関する参 

考例の作成J をi咨問した。 3 月から4 月へと息激に増 

加しつづけてきた経営協議会の数は月を追うごとにさ 

らにふえ， 5 月 115, 6 月 138となり，M6年 6 月まで 

に厚生省に到着したところによれぱ，報告せられた労 

働協約数3S4件のうち，協約内容の不明なもの25件を 

除き，協約中に経営協議会その他， 「経営参加」機関の 

設置を媒定するもの207件 (6 3 % )に達していた。との 

ような時期に政府はなぜ経営協議会を勧奨したのであ 

ろうか。

これは，昂揚する労働運動を弾庄するのみならず， 

一造の'ルールを与えて鎮静させ，話合いによる労資問 

の間題処理をすすめる応急手段としてであり，また，

注( 5 8 )読売新|l|jポ二次ホ譲については，とりあえず，坤5山太助，前描書， 大社研，前掲書及び同『戦後危機における労働 

ガ韻〔井の2 3—— 統 . 読宛争議—— J 大社研資料，erJ7 银）を歡照されたし0 •
( 5 9 )以下についてはr勝っズ敗れた江芦川工業ホ識j (労廣記-者懇話会，前捉書，所収) に依拠するところが大きい6
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戦後民主変ホ期における「生産管理』断KAの役割

団交的挫格の強かった当時の経営協議会に一定の秩序

を与えて，労働組合の戦闕性を骨抜きにし，資本の支

配に服従させる手段としてであったこの性格は，先

の諮問に応じてなされた中労委の答申にみることがで

きる。その！'経営協議会指針J では，例えば， 『紛争を

生じた時は協議会にかけた上でなけれぱ争議行為を行

なわないJ 旨の争議防止条項を設けるべきととが強調 
( 60) - ‘

されている。このようにして政府，独占資本は，生營 

鬪争への直接的な弹庄を行なう一方で，経営協譲会の 

変質化をはかることによって労働者の民主化攻勢を避 

けようとしたのである。政府，独占資本のとのような 

攻撃の前で労働者階級が緊急に必耍としたものは，棚 

橋氏のいわれるような国有化要までも，経営協議会制 

度の確立耍求でもない。それは，現に闘われている労 

働者階級の賞上げ，労働条件の改善,解雇反对及びま 

業 *企業の民主化闘争をよりどとろとした職場闘争の 

積み上げによる労働者の団結の強化であり，资働戦線 

の統一であった。 ，

当時，生管闘争は [生産復與*民主化の中心をなし 

ていたj し，その翻争の結果獲得された経営協議会は， 

資本家の機関に墮落する危険は多分にあったことは否 

定できないとしても，当時にあっては労働運動の昂楊 

やそこにおけるはげしい生營闘•にバック，アップさ 

れて先進的な性格をもっており，独占資本にとっても 

脅威となっていた。労働組合は r生産管理j 終結後， 

闘いとった経営協議会を通して，ひきつづき恒常的に 

経営，労f i ，人事に関する諸問題に介入し，その民主 

的改革のための日常活動を継統しつつ労働者の階級的

• 民主的意識の強化をはからねぱならなかった。当時 

は客M的情勢が労働者の側にきわめて有利であり，す 

でに述べたごとく，労働組合は職員，技術者のみなら 

ず職制のかなりの部分をも掌握することができた。そ 

のため，かえって職場組織を重視してその日常活動を 

強化するととを怠ってしまったのである。力関係が労 

働者階級にぼ倒的に有利な時期にはこの欠赂は隠れて 

いたが，占領軍，政府，資本家が一保となった攻撃が 

はじまると'その矛盾は露呈し，労働運動は後退した。 

労働者は「生産管理』や経営路譲会を隙級的，民主的 

意識の覚醒，団結の強化に糖極的に役立てはじめてい 

たが，それはまだ十分ではなく，それゆえに労働戦線 

の統一を下から支える力とすることができなかった。 

しかしながら生營闘 f t の意義を，西村氏のように独 

占資本の再建に役おったから「無意味」だ，というご 

とく全く否定的にとらえたり，山本氏のように社会主 

義苹命を目差す [エ場ソヴト化の萌芽形愈J とみる 

のは極論にすぎるであろう。また，大河内氏の指摘す 

るように，労働者階級が [生産管理J によって「資本 

主義的な経営のからくりJ を知った意義は★ きいが， 

そこにのみ意義を認めるのは当時の生管闘争を矮小化 

するものでしかない。労働者階級がきらの力で，多く 

の欠陥を秘めつつも，企業を管理，運営し前近代的な 

経営の民主イヒを事契上推し進めながら，賃上げや解雇 

反対闘争を闘った点に,当時の生管闘争の大きな意義 

を認めることができるであろう。

C * 義整大学大学院経済学f f究科博士課癒

注C 6 0 )大原社s/f編, 前掲書，320〜321ぺ" ジ参照。 .
( 6 1 )木元進--郎r労働組合のr経営参加j 〔新訂版〕』森山nrだ，2?oページ《
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